
　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

 区   分

 区   分

 金    額

 金    額

１

１

歳 入 総 額

歳 入 総 額

２

２

３

３

歳 出 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引 額

歳 入 歳 出 差 引 額

４

４

翌年度へ繰り越すべき財源

翌年度へ繰り越すべき財源

５

５

６

６

実 質 収 支 額

実 質 収 支 額

実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額

実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額

(１)

(１)

(２)

(２)

(３)

(３)

継 続 費 逓 次 繰 越 額

継 続 費 逓 次 繰 越 額

繰 越 明 許 繰 越 額

繰 越 明 許 繰 越 額

事 故 繰 越 し 繰 越 額

事 故 繰 越 し 繰 越 額

計

計

（注）千円未満四捨五入

（注）千円未満四捨五入

令和 2年度静岡県公債管理特別会計

令和 2年度静岡県自動車税等証紙徴収事務特別会計

　　４６７，２０１，６７４

　　　　２，１９０，２５５

　　４６７，２０１，６７４

　　　　２，１９０，２５５

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

千円

千円

附 375



　　　　　　１９８，８４１

　　　　　　２５９，９５４

　　　　　　１７０，７６５

　　　　　　２５９，９５４

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

 区   分

 区   分

 金    額

 金    額

１

１

歳 入 総 額

歳 入 総 額

２

２

３

３

歳 出 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引 額

歳 入 歳 出 差 引 額

４

４

翌年度へ繰り越すべき財源

翌年度へ繰り越すべき財源

５

５

６

６

実 質 収 支 額

実 質 収 支 額

実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額

実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額

(１)

(１)

(２)

(２)

(３)

(３)

継 続 費 逓 次 繰 越 額

継 続 費 逓 次 繰 越 額

繰 越 明 許 繰 越 額

繰 越 明 許 繰 越 額

事 故 繰 越 し 繰 越 額

事 故 繰 越 し 繰 越 額

計

計

（注）千円未満四捨五入

（注）千円未満四捨五入

令和 2年度静岡県県営住宅事業特別会計

令和 2年度静岡県母子父子寡婦福祉資金特別会計

　　　　９，７１４，１３７

　　　　　　６８０，１０８

　　　　９，５１５，２９６

　　　　　　４２０，１５４

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　２８，０７６

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　２８，０７６

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

千円

千円

附 376



　　　　　　　　　　１５３

　　　２３，９２９，８５２

　　　　　　　　　　１５３

　　　２３，９２９，８５２

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

 区   分

 区   分

 金    額

 金    額

１

１

歳 入 総 額

歳 入 総 額

２

２

３

３

歳 出 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引 額

歳 入 歳 出 差 引 額

４

４

翌年度へ繰り越すべき財源

翌年度へ繰り越すべき財源

５

５

６

６

実 質 収 支 額

実 質 収 支 額

実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額

実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額

(１)

(１)

(２)

(２)

(３)

(３)

継 続 費 逓 次 繰 越 額

継 続 費 逓 次 繰 越 額

繰 越 明 許 繰 越 額

繰 越 明 許 繰 越 額

事 故 繰 越 し 繰 越 額

事 故 繰 越 し 繰 越 額

計

計

（注）千円未満四捨五入

（注）千円未満四捨五入

令和 2年度静岡県心身障害者扶養共済事業特別会計

令和 2年度静岡県国民健康保険事業特別会計

　　　　　　６４９，１８８

　　３４０，８３０，４４４

　　　　　　６４９，０３５

　　３１６，９００，５９２

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

千円

千円

附 377



　　　　　　２６８，８５２

　　　　　　２１３，３３０

　　　　　　２６８，８５２

　　　　　　２１３，３３０

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

 区   分

 区   分

 金    額

 金    額

１

１

歳 入 総 額

歳 入 総 額

２

２

３

３

歳 出 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引 額

歳 入 歳 出 差 引 額

４

４

翌年度へ繰り越すべき財源

翌年度へ繰り越すべき財源

５

５

６

６

実 質 収 支 額

実 質 収 支 額

実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額

実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額

(１)

(１)

(２)

(２)

(３)

(３)

継 続 費 逓 次 繰 越 額

継 続 費 逓 次 繰 越 額

繰 越 明 許 繰 越 額

繰 越 明 許 繰 越 額

事 故 繰 越 し 繰 越 額

事 故 繰 越 し 繰 越 額

計

計

（注）千円未満四捨五入

（注）千円未満四捨五入

令和 2年度静岡県中小企業高度化資金貸付事業等特別会

令和 2年度静岡県林業改善資金特別会計

　　　　１，２０５，１３４

　　　　　　２３６，０２２

　　　　　　９３６，２８２

　　　　　　　２２，６９２

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

千円

千円

附 378



　　　　　　１５０，１１５

　　　　　　３３９，１５３

　　　　　　１５０，１１５

　　　　　　　７５，０８３

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

 区   分

 区   分

 金    額

 金    額

１

１

歳 入 総 額

歳 入 総 額

２

２

３

３

歳 出 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引 額

歳 入 歳 出 差 引 額

４

４

翌年度へ繰り越すべき財源

翌年度へ繰り越すべき財源

５

５

６

６

実 質 収 支 額

実 質 収 支 額

実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額

実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額

(１)

(１)

(２)

(２)

(３)

(３)

継 続 費 逓 次 繰 越 額

継 続 費 逓 次 繰 越 額

繰 越 明 許 繰 越 額

繰 越 明 許 繰 越 額

事 故 繰 越 し 繰 越 額

事 故 繰 越 し 繰 越 額

計

計

（注）千円未満四捨五入

（注）千円未満四捨五入

令和 2年度静岡県沿岸漁業改善資金特別会計

令和 2年度静岡県清水港等港湾整備事業特別会計

　　　　　　１６５，５２２

　　　　５，２６５，０８８

　　　　　　　１５，４０７

　　　　４，９２５，９３５

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　２６４，０７０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　２６４，０７０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

千円

千円

附 379



　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

 区   分  金    額

１ 歳 入 総 額

２

３

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引 額

４ 翌年度へ繰り越すべき財源

５

６

実 質 収 支 額

実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額

(１)

(２)

(３)

継 続 費 逓 次 繰 越 額

繰 越 明 許 繰 越 額

事 故 繰 越 し 繰 越 額

計

（注）千円未満四捨五入

令和 2年度静岡県物品調達事務等特別会計

　　　　１，７１５，３４１

　　　　１，７１５，３４１

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

千円

附 380


